
 

 

 
 

 

 
消
費
税
を
5
％
に
引
き
下
げ 

営
業
と
生
活
を
守
れ
！ 

副
会
長 

岡
崎 

栄
一
郎 

 

2
月
12
日
に
開
催
さ
れ
た
全
国
中
小
業
者
決
起
大
会
に
吹
田
民

商
を
代
表
し
て
参
加
し
ま
し
た
。
会
場
は
全
国
か
ら
1
千
人
、
大
阪

か
ら
は
81
人
が
集
い
、
消
費
税
を
5
％
に
減
税
し
よ
う
！
と
い
う

熱
気
に
包
ま
れ
ま
し
た
。
消
費
税
の
5
％
へ
の
引
き
下
げ
を
求
め
る

署
名
は
18
万
3
千
人
分
の
署
名
が
持
ち
寄
ら
れ
ま
し
た
。
吹
田
か

ら
は
859
名
の
署
名
を
も
っ
て
い
き
ま
し
た
。
全
商
連
会
長
の
太
田
義

郎
さ
ん
は
主
催
者
あ
い
さ
つ
で
「
消
費
税
の
10
％
増
税
に
よ
っ
て
中

小
業
者
の
営
業
と
生
活
が
壊
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ボ
イ
ス
が
導
入
さ

れ
た
ら
増
々
経
営
は
成
り
立
た
な
く
な
る
。
政
府
の
施
策
に
よ
る
中

小
業
の
破
壊
だ
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
本
当
に
そ
の
通
り
だ
と
思

い
ま
す
。
消
費
税
率
を
5
％
に
引
き
下
げ
、
複
数
税
率
と
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
は
廃
止
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
今
こ
そ
民
商
の
出
番
だ
と
痛
感

し
ま
し
た
。
集
会
後
は
デ
モ
行
進
に
参
加
し
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
声

を
張
り
上
げ
「
消
費
税
を
5
％
に
引
き
下
げ
よ
！
」
と
行
き
か
う

人
々
に
訴
え
て
き
ま
し
た
。 

 

吹
田
の
ま
ち
に
民
商
を
ア
ピ
ー
ル 

2
月
16
日
に
役
員
・
事
務
局
8
名
で
拡
大
統
一
行
動
を
取
り
組

み
ま
し
た
。
Ｊ
Ｒ
吹
田
駅
周
辺
の
商
店
街
や
Ｊ
Ｒ
岸
辺
と
阪
急
正
雀

駅
周
辺
の
商
店
を
訪
問
。
約
400
枚
の
ビ
ラ
を
配
布
。
宣
伝
カ
ー
も
周

辺
で
運
行
し
ま
し
た
。
行
動
が
終
わ
っ
て
か
ら
参
加
者
で
感
想
を
交

流
。
訪
問
先
の
様
子
で
は
「
若
い
人
と
は
話
が
し
や
す
か
っ
た
」「
税

理
士
に
頼
ん
で
い
る
お
店
で
も
感
じ
は
よ
か
っ
た
」
と
感
想
。
商
店

街
や
町
の
様
子
で
は
「
お
店
の
移
転
や
閉
店
の
張
り
紙
が
多
か
っ
た
」

「
買
い
物
に
来
て
い
る
高
齢
者
が
少
な
い
。
交
通
支
援
が
あ
れ
ば
も

っ
と
人
通
り
が
よ
く
な
る
と
思

う
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。
吹
南

支
部
で
は
役
員
・
事
務
局
2
名
で

17
日
の
夕
方
に
飲
食
店
な
ど
を

中
心
に
訪
問
行
動
を
行
い
ま
し
た
。

「
消
費
税
の
申
告
が
複
雑
に
な
り

ま
し
た
け
ど
大
丈
夫
で
す
か
？
」

と
ビ
ラ
を
配
り
な
が
ら
対
話
。
開

業
し
て
2
年
目
の
お
店
で
は
「
新

型
肺
炎
の
影
響
で
お
客
さ
ん
が
減

り
始
め
て
い
る
。
大
阪
市
内
の
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
が
減
っ
て
い
る
影
響

だ
と
思
う
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。 

 

伝
言
板 

重
税
反
対
全
国
統
一
行
動
吹
田
集
会
（
集
団
申
告
） 

3
月
13
日
（
金
）
13
時
30
分 

吹
田
勤
労
者
会
館 

記
念
講
演 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
今
後
に
つ
い
て
（
仮
題
） 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所 

名
波
大
樹
弁
護
士 

2
月
の
支
部
集
会
が
始
ま
り
ま
し
た 

吹
南
支
部
で
は
申
告
書
が
作
成
で
き
た
女
性
の
会
員
さ
ん
同
士
で

経
営
交
流
。
自
己
紹
介
も
か
ね
て
お
店
の
ア
ピ
ー
ル
な
ど
も
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
ま
た
建
設
関
係
の
会
員
同
士
で
は
消
費
税
の
一
般
課
税

と
簡
易
課
税
の
ど
ち
ら
が
よ
い
か
に
つ
い
て
交
流
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

山
田
支
部
で
は
会
員
の
店
舗
で
昼
の
支
部
集
会
を
開
催
。
毎
年
こ

の
お
店
で
開
催
し
て
い
る
支
部
集
会
に
は
飲
食
店
の
会
員
が
多
く
集

ま
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
申
告
書
を
作
っ
た
あ
と
新
型
肺
炎
の
問
題
が

話
題
に
。
影
響
で
人
の
出
足
が
減
っ
て
売
上
も
鈍
っ
て
き
た
と
の
声

が
あ
り
ま
し
た
。 

 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
緊
急
資
金
（
続
報
） 

 

2
月
17
日
か
ら
申
し
込
み
が
始
ま
り
、
取
扱
金
融
機
関
お
よ
び

実
施
期
間
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。 

取
扱
金
融
機
関
：
り
そ
な
銀
行
、
池
田
泉
州
銀
行
、
関
西
み
ら
い
銀

行
、
紀
陽
銀
行
、
京
都
銀
行
、
徳
島
大
正
銀
行
、
南
都
銀
行
、
み
な

と
銀
行
、
尼
崎
信
用
金
庫
、
永
和
信
用
金
庫
、
大
阪
信
用
金
庫
、
大

阪
シ
テ
ィ
信
用
金
庫
、
大
阪
商
工
信
用
金
庫
、
京
都
信
用
金
庫
、
京

都
中
央
信
用
金
庫
、
北
お
お
さ
か
信
用
金
庫
、
近
畿
産
業
信
用
組
合
、

中
央
信
用
組
合
、
の
ぞ
み
信
用
組
合 

※
2
月
17
日
現
在
・
順
次
指
定
中
。 

実
施
期
間
：
2
月
17
日
（
月
）
～
２
０
２
１
年
3
月
31
日
（
水
） 

融
資
対
象
者
： 

府
内
に
お
い
て
1
年
以
上
継
続
し
て
事
業
を
営
ん
で
お
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
よ
り
経
営
に
影
響
を
受
け
て
い
る
中
小
企
業
者
・
個
人
事
業
者
で
、

最
近
1
か
月
の
売
上
が
前
年
同
月
に
比
し
て
10
％
以
上
減
少
し
て
い
る
も
の 

 

資
金
の
使
途
：
運
転
資
金
・
設
備
資
金 

融
資
限
度
額
： 

2
億
円 

う
ち
無
担
保
8
千
万
円
（
保
証
人
な
し
・
法
人
の
場
合
は
代
表
者
） 

※
融
資
限
度
額
か
ら
既
存
借
入
額
を
引
い
た
額 

返
済
期
間
：
7
年
以
内
（
据
え
置
き
1
年
以
内
） 

利
率
：
1
・
2
％
（
固
定
） 

※
返
済
方
法
（
元
金
均
等
、
元
利
均
等
な
ど
）
は
金
融
機
関
と
調
整 

保
証
料
： 

無
担
保
・
年
0
・
45
～
1
・
9
％ 

有
担
保
・
年
0
・
32
～
1
・
62
％ 

相
談
窓
口
：
大
阪
産
業
局
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
、
商
工
会
・
商
工
会
議
所
な
ど 

保
証
割
合
：
80
％
（
責
任
共
有
制
度
） 

 

食
品
栄
養
成
分
表
示
の
義
務
化
に
つ
い
て 

 

今
年
4
月
よ
り
加
工
食
品
の
「
食
品
栄
養
成
分
表
示
」
が
完
全
義

務
化
さ
れ
ま
す
。
小
規
模
事
業
者
（
※
）
が
販
売
す
る
食
品
に
つ
い

て
は
省
略
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
小
規
模
事
業
者
に
該

当
し
な
い
ス
ー
パ
ー
な
ど
へ
卸
売
を
し
て
い
る
場
合
は
省
略
で
き
ま

せ
ん
。
吹
田
民
商
が
加
盟
す
る
全
商
連
は
２
０
１
６
年
10
月
に
農
民

運
動
全
国
連
合
会
（
農
民
連
）
と
「
食
の
安
全
に
関
す
る
協
定
」
を

結
ん
で
い
ま
す
。
今
回
の
問
題
に
つ
い
て
、
農
民
連
食
品
分
析
セ
ン

タ
ー
と
協
議
し
、
食
品
栄
養
成
分
の
分
析
な
ど
に
つ
い
て
、
民
商
会

員
価
格
で
対
応
し
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
対
応
が
必
要

な
方
は
民
商
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

※ 

「
消
費
税
法
に
お
い
て
消
費
税
を
納
め
る
義
務
が
免
除
さ
れ
る
事
業
者
」
も

し
く
は
「
中
小
企
業
基
本
法
に
規
定
す
る
小
規
模
企
業
者
（
お
お
む
ね
常
時

使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
20
人
、
商
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
事
業
を

主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
者
に
つ
い
て
は
5
人
）
以
下
の
事
業
者
」 


